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議案第４６号 

 

   代々木中学校建設機械設備工事請負契約 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年６月３日 

                     渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

   代々木中学校建設機械設備工事請負契約 

代々木中学校建設機械設備工事について、次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

 

契約の 

目 的 

 

契約の 

方 法 
契約金額 

契約の 

相手方 
工期 

代々木

中学校

建設機

械設備

工事 

制限を 

付した 

一般競 

争入札 

２，８１３，８００，０００円 

アペック・東陽建設 

共同企業体 

代表者 

渋谷区代々木三丁目 

２６番２号 

株式会社アペックエン

ジニアリング 

東京営業所 

営業所長 

奈良 哲夫 

契約の日から令

和１３年１月３

１日まで 

 

 

（説明）                                   

 渋谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９ 

年渋谷区条例第１４号）第２条の規定により、この案を提出する。 

 

 

 


